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◉群馬県告示第６８７号
市町村の合併の特例に関する法律施行令（昭和４０年政令第５２号）第１３条第１項の規定により、平成１８年

９月２８日付け官報で公示された平成１７年国勢調査における合併市町村の人口を当該市町村の群馬県議会議員選

挙区に属する区域の人口にあん分して得た人口を、次のとおり告示する。

平成１８年１１月２８日

群馬県知事 小 寺 弘 之

合併市町村名 選 挙 区 名（旧市町村名) あん分して得た人口

前橋市 勢多郡選挙区（大胡町、宮城村、粕川村） ３６，７６

田郡

橋市選挙区（前橋市） ２８１，８２０

伊勢崎市 佐波郡選挙区（赤堀町、東村、境町） ７２，００１

伊勢崎市選挙区（伊勢崎市） １３０，４４６

沼田市 利根郡選挙区（白沢村、利根村） ８，５０５

沼田市選挙区（沼田市） ４４，６７２

太田市 新

村、

選挙区（尾島町、新田町、藪塚本町） ６２，９７３

太田市選挙区（太田市） １５０，３２６

桐生市 勢多郡選挙区（新里

，１

黒保根村） １８，９１０

桐生市選挙区（桐生市） １０９ ７２

告 示
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◉群馬県告示第６８８号
知事等が電子情報処理組織を使用する方法その他情報通信の技術を利用する方法により行う手続等の根拠となる

法令等の告示（平成１７年群馬県告示第５５６号）の一部を次のように改正し、平成１８年１２月１日から施行す

る。

平成１８年１１月２８日

群馬県知事 小 寺 弘 之

表中２９の項を３１の項とし、２８の項を３０の項とし、２７の項を２９の項とし、２６の項を削り、２５の項

を２８の項とし、２２の項から２４の項までを３項ずつ繰り下げ、２５の項の前に次のように加える。

２４ 獣医師法（昭和２４年法律第１８６号） 第２２条

表中６の項を８の項とし、７の項から２１の項までを２項ずつ繰り下げ、５の項の次に次のように加える。

６ 歯科衛生士法（昭和２３年法律第２０４号） 第６条第３項

７ 歯科技工士法（昭和３０年法律第１６８号） 第６条第３項

◉群馬県告示第６８９号
家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第１３条第１項の規定により、次のとおり家畜伝染病の発生に

ついて届出があった。

平成１８年１１月２８日

群馬県知事 小 寺 弘 之

病名 畜種 患畜又は疑似患畜の区分 発生頭数 発生年月日 発生場所 処置

ヨーネ病 牛 患畜 １頭 平成１８年１１月６日 吾妻郡嬬恋村 法令殺

◉群馬県告示第６９０号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７号）第６条第１項及

び第８条第１項の規定により、次の表に掲げる土地の区域を土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域として指

定する。

平成１８年１１月２８日

群馬県知事 小 寺 弘 之

土 砂 災 害 警 戒 区 域 土 砂 災 害 特 別 警 戒 区 域

区域の名称 所 在 地 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現象の種類

区域の名称 所 在 地 指定の区域
土砂災害の発生
原因となる自然
現象の種類

建築物に作用する
と想定される衝撃
に関する事項

荷付場 吾妻郡六合村大字入山 別図のとおり 急傾斜地の崩壊 荷付場 吾妻郡六合村大字入山 別図のとおり 急傾斜地の崩壊 別紙のとおり

京塚 〃 〃 〃 京塚 〃 〃 〃 〃

花敷 〃 〃 〃 花敷 〃 〃 〃 〃

尻焼（Ａ） 〃 〃 〃 尻焼（Ａ） 〃 〃 〃 〃

尻焼（Ｂ） 〃 〃 〃 尻焼（Ｂ） 〃 〃 〃 〃

根広 〃 〃 〃 根広 〃 〃 〃 〃

和光原 〃 〃 〃 和光原 〃 〃 〃 〃

矢倉２ 〃 〃 〃 矢倉２ 〃 〃 〃 〃

和光原２ 〃 〃 〃 和光原２ 〃 〃 〃 〃

京塚１ 〃 〃 〃 京塚１ 〃 〃 〃 〃
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品木２ 〃 〃 〃 品木２ 〃 〃 〃 〃

大沢１ 〃 〃 〃 大沢１ 〃 〃 〃 〃

矢倉１ 〃 〃 〃 矢倉１ 〃 〃 〃 〃

暮坂１ 〃 〃 〃 暮坂１ 〃 〃 〃 〃

和光原１ 〃 〃 〃 和光原１ 〃 〃 〃 〃

小倉１ 〃 〃 〃 小倉１ 〃 〃 〃 〃

根広１ 〃 〃 〃 根広１ 〃 〃 〃 〃

引沼１ 〃 〃 〃 引沼１ 〃 〃 〃 〃

引沼２ 〃 〃 〃 引沼２ 〃 〃 〃 〃

品木１ 〃 〃 〃 品木１ 〃 〃 〃 〃

熊倉沢 〃 〃 土石流 熊倉沢 〃 〃 土石流 〃

村木沢 〃 〃 〃 村木沢 〃 〃 〃 〃

根広沢 〃 〃 〃 根広沢 〃 〃 〃 〃

矢倉沢―１ 〃 〃 〃 矢倉沢―１ 〃 〃 〃 〃

矢倉沢―２ 〃 〃 〃 矢倉沢―２ 〃 〃 〃 〃

和光原沢―１ 〃 〃 〃 ― ― ― ― ―

和光原沢―２ 〃 〃 〃 和光原沢―２ 吾妻郡六合村大字入山 別図のとおり 土石流 別紙のとおり

引沼沢 〃 〃 〃 引沼沢 〃 〃 〃 〃

沼沢２―１ 〃 〃 〃 沼沢２―１ 〃 〃 〃 〃

沼沢２―２ 〃 〃 〃 沼沢２―２ 〃 〃 〃 〃

暮坂沢３ 〃 〃 〃 暮坂沢３ 〃 〃 〃 〃

暮坂沢１ 〃 〃 〃 暮坂沢１ 〃 〃 〃 〃

暮坂沢４ 〃 〃 〃 暮坂沢４ 〃 〃 〃 〃

駒沢川１―１ 〃 〃 〃 駒沢川１―１ 〃 〃 〃 〃

駒沢川１―２ 〃 〃 〃 駒沢川１―２ 〃 〃 〃 〃

駒沢川１―３ 〃 〃 〃 駒沢川１―３ 〃 〃 〃 〃

暮坂沢２ 〃 〃 〃 暮坂沢２ 〃 〃 〃 〃

暮坂沢５ 〃 〃 〃 暮坂沢５ 〃 〃 〃 〃

沼沢１ 〃 〃 〃 沼沢１ 〃 〃 〃 〃

身寄沢―１ 〃 〃 〃 身寄沢―１ 〃 〃 〃 〃

身寄沢―２ 〃 〃 〃 身寄沢―２ 〃 〃 〃 〃

駒沢川２―１ 〃 〃 〃 駒沢川２―１ 〃 〃 〃 〃

駒沢川２―２ 〃 〃 〃 駒沢川２―２ 〃 〃 〃 〃

駒沢川３ 〃 〃 〃 駒沢川３ 〃 〃 〃 〃

駒沢川４ 〃 〃 〃 駒沢川４ 〃 〃 〃 〃

鍛冶屋敷沢―1 〃 〃 〃 鍛冶屋敷沢―1 〃 〃 〃 〃

鍛冶屋敷沢―2 〃 〃 〃 鍛冶屋敷沢―2 〃 〃 〃 〃

「別図」及び「別紙」は、省略し、群馬県県土整備局砂防課及び群馬県中之条土木事務所並びに六合村役場に備

え置いて縦覧に供する。

たる

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定による特定非営利活動法人の設立の認証

の申請があったので、同条第２項の規定により、次のとおり公告する。

なお、同項の規定により、申請のあった日から２月間、同項に規定する定款等の書類を群馬県ＮＰＯ・ボランティ

ア推進課において縦覧に供する。

平成１８年１１月２８日

群馬県知事 小 寺 弘 之

１ 申請のあった年月日 平成１８年１１月６日

２ 特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人ふれあいサービス館林

３ 代表者の氏名 長谷川和江

４ 主

84

事務所の所在地 館林市赤生田町２２２４番地の１
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５ 定款に記載された目的 この法人は、在宅で介護が必要な高齢者その他支援を必要とする人々に対して、地域

に根ざし、まごころのこもった助け合い及び居宅サービス・居宅介護支援事業を行い、全ての人々が健やかに暮

らせる地域社会づくりと福祉の増進に寄与することを目的とする。

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定による特定非営利活動法人の設立の認証

の申請があったので、同条第２項の規定により、次のとおり公告する。

なお、同項の規定により、申請のあった日から２月間、同項に規定する定款等の書類を群馬県ＮＰＯ・ボランティ

ア推進課において縦覧に供する。

平成１８年１１月２８日

群馬県知事 小 寺 弘 之

１ 申請のあった年月日 平成１８年１１月９日

２ 特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人ａｌｉの会

３ 代表者の氏名 草間清孝

４ 主たる事務所の所在地 伊勢崎市宮子町３３１５番地

５ 定款に記載された目的 この法人は、会員相互の社会経験、専門業務経験等に培われた能力を基に、少子高齢

化、核家族化、団塊世代の退職に伴う社会参加及び編入などによる地域社会の変貌に起因する事象に、市民自ら

が自律的に問題解決に向かって協力し合う関係を築くことにより、地域の新たな生活向上のニーズにこたえるた

め、企業、行政と連携して地域の中高年の生活者を支援、情報を提供する事業を行うことにより、地域の活性化、

福祉の向上、住環境の向上、情報化の推進、雇用の創出等を図ることを以って、地域の人々が良好な環境のもと

で元気に安心して暮らせ、自立した互いの未来の共有ができる活力のあるまちづくりに寄与することを目的とす

る。

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、次のとおり土地改良区役員の就任及

び退任の届出があった。

平成１８年１１月２８日

群馬県知事 小 寺 弘 之

土地改良区名 理事監事
の 別 区 分 役員氏名 住 所

阿左美沼 監 事 新 任 関 口 渉 みどり市東町花輪８９

同 退 任 伊 藤 美千代 太田市大原町９２９

測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第１４条第１項の規定により、国土交通省

関東地方整備局高崎河川国道事務所長から次のとおり公共測量の実施について通知があった。

平成１８年１１月２８日

群馬県知事 小 寺 弘 之

１ 作業種類 公共測量（渋川西バイパス他空中写真測量）

２ 作業期間 平成１８年１１月２１日から平成１９年３月２０日まで

３ 作業地域 渋川市中村地内から同市吹屋地内まで及び多野郡上野村楢原地内

測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第１４条第１項の規定により、群馬県知事

から次のとおり公共測量の実施について通知があった。
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平成１８年１１月２８日

群馬県知事 小 寺 弘 之

１ 作業種類 公共測量（地盤変動調査一級水準測量）

２ 作業期間 平成１８年１１月１３日から平成１９年３月１３日まで

３ 作業地域 館林市、佐波郡玉村町並びに邑楽郡板倉町、明和町、千代田町、大泉町及び邑楽町の全域並びに前

橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市、藤岡市及び多野郡吉井町の一部

測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第１４条第１項の規定により、中之条町長

から次のとおり公共測量の実施について通知があった。

平成１８年１１月２８日

群馬県知事 小 寺 弘 之

１ 作業種類 公共測量（１／２５００平面図作成）

２ 作業期間 平成１８年１１月１日から平成１９年１２月２８日まで

３ 作業地域 吾妻郡中之条町大字中之条町、大字西中之条及び大字伊勢町

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により、検査済証を交付したので、次の開発行

為に関する工事が完了した旨、公告する。

平成１８年１１月２８日

群馬県知事 小 寺 弘 之

番号 開発区域に含まれる地域の名称 許可を受けた者の住所及び氏名

１ 邑楽郡千代田町大字萱野字下１１２６―６ 邑楽郡明和町新里３番地１サンセールＣ１０２

石島弘樹、石島美紀

２ 邑楽郡邑楽町大字鶉新田字内ノ原１６９、乙１６７ 邑楽郡邑楽町大字中野４５８４番地７

江田商事有限会社 代表取締役 江田武士

３ 吾妻郡中之条町大字伊勢町字古垣内１５５８―７、１

５５８―１２、１５５８―１６、１５５８―２９、１

５５８―３０、１５５８―３１、１５５８―３２、１

５５８―３３、１５５８―３４、１５５８―３５、１

５５８―３６、１５５８―３７、１５５８―３８、１

５５８―３９、１５５８―４０、１５５８―４１、１

５５８―４２

吾妻郡中之条町大字中之条町８９５番地

齊藤袈裟慈

４ 安中市郷原字上平１３２９―５、１３３４―１、１３

３５―１、１３４１―２、１３４７―１、１３４７―２、

１３４７―３、１３４７―４、１３１８―１、１３２

８―１、１３２９―１

東京都千代田区丸の内二丁目３番２号

鈴与トラックステーション株式会社 代表取締

役 佐藤博文

５ 藤岡市鮎川字梨子ノ木１２５―３ 高崎市浜尻町９８３―１ウエスタンハイツ１０

１号

武村潤、武村智子

６ 藤岡市白石字大御堂２１７６―２ 埼玉県上尾市東町一丁目９番２号晴雲ハイツ３

０２

折茂善司

７ 藤岡市藤岡字西ノ原２１５５、２１７２―１ 藤岡市藤岡２１２９番地７

関東住建株式会社 代表取締役 小野寺善夫
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８ 多野郡吉井町大字神保字植松７１２、７１３、７１４、

７１５―１、７１６―３、７１７―１、７１８―１、

７１８―２、７１９―２、７１９―４、７２０―２、

７２０―５、７２１―１、７２１―２、７２２―１、

７２２―３、７２８―５、７１３先道路、７１３先水

路

東京都武蔵野市吉祥寺南町４―２２―４

株式会社フォーティーン 代表取締役 竹林隆

光

９ 佐波郡玉村町大字樋越８９９―１、９０１―２ 佐波郡玉村町大字上福島４８１番地２メルベー

ユＢ―１０１

白石秀昭

１０ 勢多郡富士見村大字時沢字東高田７９１、７９２、７

９３、７９７、８００―１、８００―２、７９５―２

先水路

館林市下早川田町７００番地

株式会社とりせん 代表取締役 前原章宏

１１ 勢多郡富士見村大字時沢字宮東７７５―４、字東高田

７７５―１、７７６―１、７７７―１、８０１、８０

２―１、８０４―３

館林市下早川田町７００番地

株式会社とりせん 代表取締役 前原章宏

１２ 渋川市祖母島字中野２３６４―１、２３６４―２、２

３６４―３、２３６４―１地先道路

北群馬郡吉岡町大字北下１２２１―５

星野興業株式会社 代表取締役 星野武男

１３ 北群馬郡吉岡町大字大久保字大畑７６５―１、７６６

―１、７６７―１、７６８、７６９―１、７６９―２、

７７０―２、７７０―３、７６５―１先水路

東京都台東区上野七丁目１４番４号

ダイワロイヤル株式会社 代表取締役 越智壯

おり

次のとおり落札者を決定した。

平成１８年１１月２８日

群馬県立がんセンター院長 澤 田 俊 夫

１ 落札に係る物品等の名称及び数量 密封小線源治療システム 一式（メーカー保証期間を除く５年間の保守を

含む。）

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県立がんセンター事務局医事・経営グループ 群馬

県太田市高林西町６１７―１

３ 落札者を決定した日 平成１８年１０月２日

４ 落札者の名称及び所在地 株式会社自治体病院共済会 東京都千代田区紀尾井町３―２７

５ 落札金額 １８４，５９０，０００円

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札

７ 入札公告をした日 平成１８年８月２２日

次のと

営グ

落札者を決定した。

平成１８年１１月２８日

群馬県立がんセンター院長 澤 田 俊 夫

１ 落札に係る物品等の名称及び数量 手術部・ＩＣＵ生体情報管理システム 一式（メーカー保証期間を除く５

年間の保守を含む。）

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県立がんセンター事務局医事・経

田市

ループ 群馬

県太田市高林西町６１７―１

３ 落札者を決定した日 平成１８年１０月２４日

４ 落札者の名称及び所在地 株式会社栗原医療器械店 群馬県太

6号

清原町４―６

５ 落札金額 ２２９，２１５，０００円
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６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札

７ 入札公告をした日 平成１８年９月１２日

次のとおり随意契約の相手方を決定した。

平成１８年１１月２８日

群馬県立がんセンター院長 澤 田 俊 夫

１ 随意契約に係る物品等の名称及び数量 ３テスラ超伝導磁気共鳴診断装置 一式（メーカー保証期間を除く５

年間の保守を含む。）

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県立がんセンター事務局医事・経営グループ 群馬

県太田市高林西町６１７―１

３ 契約の相手方を決定した日 平成１８年１０月２日

４ 契約の相手方の名称及び所在地 株式会社自治体病院共済会 東京都千代田区紀尾井町３―２７

５ 契約金額 ４９６，６５０，０００円

６ 契約の相手方を決定した手続 随意契約

７ 随意契約の理由 地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第８号該当

次のとおり随意契約の相手方を決定した。

平成１８年１１月２８日

群馬県立がんセンター院長 澤 田 俊 夫

１ 随意契約に係る物品等の名称及び数量 手術支援システム 一式（メーカー保証期間を除く５年間の保守を含

む。）

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県立がんセンター事務局医事・経営グループ 群馬

県太田市高林西町６１７―１

３ 契約の相手方を決定した日 平成１８年１０月２５日

４ 契約の相手方の名称及び所在地 株式会社栗原医療器械店 群馬県太田市清原町４―６

５ 契約金額 １１６，３４０，０００円

６ 契約の相手方を決定した手続 随意契約

７ 随意契約の理由 地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第８号該当

群 馬 県 報 第8436号平成18年11月28日（火）7



毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

定

価

⎩⎨⎧

一
月

三
、
九
九
〇
円
（
消
費
税
、
地
方
消
費
税
を
含
む
。）

本
号
一
部

一
五
一
円
（
消
費
税
、
地
方
消
費
税
を
含
む
。）

発
行

群

馬

県

印
刷
所

株
式
会
社

朝
日
印
刷
工
業
株
式
会
社

前

橋

市

元

総

社

町

六

七

番

地

Ｔ
Ｅ
Ｌ

〇
二
七
｜
二
五
一
｜
一
二
一
二

8群 馬 県 報 第8436号平成18年11月28日（火）


